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三川町長 阿 部  誠   
 
 

三川町国民保護計画の公表について 
 
 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成１６年法律第１１

２号）第３５条第１項の規定により、三川町国民保護計画を作成したので、同条第５項の

規定に基づき、下記により公表する。 
 

記 
 
  １．公表する場所等 

（１）三川町総務課事務室 
    （２）三川町ホームページ 
 


